
条 改定前 条 改定後 

【個人情報の取扱いに関する規約】 【個人情報の取扱いに関する規約】 

前文 私は、株式会社新生銀行（以下「銀行」といいます。）、株式会社 NTT ドコモ（以下「保証会社」といいます。）および新生フィナ

ンシャル株式会社（以下「再保証会社」といいます。）との間の「ドコモ回線ご契約者向け 新生銀行 スマートマネーレンディン

グ基本契約兼保証委託契約」（以下「本契約」といいます。）を申込むに際して、本契約に関して銀行と保証会社間の個別の

保証委託に基づいて発生する私が保証会社に対して負担する求償債務について、保証会社が再保証が必要と判断した場

合は、再保証会社が、本申込みにかかる私の個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5 月 30日法律

第 57 号）に基づき、下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。なお、私は、再保証会社が、①本契約

が成立した場合（本契約の終了後および解約後も含みます。）にも、本申込みにかかる個人情報を、また、②本契約が不成

立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報を、下記条項のとお

り取り扱うことを確認し、その内容に同意します。（以下、本契約にかかる申込みを行う者を「会員等」といいます。） 

前文 私は、株式会社 SBI新生銀行（以下「銀行」といいます。）、株式会社 NTTドコモ（以下「保証会社」といいます。）および新生フ

ィナンシャル株式会社（以下「再保証会社」といいます。）との間の「ドコモ回線ご契約者向け スマートマネーレンディング基本

契約兼保証委託契約」（以下「本契約」といいます。）を申込むに際して、本契約に関して銀行と保証会社間の個別の保証委

託に基づいて発生する私が保証会社に対して負担する求償債務について、保証会社が再保証が必要と判断した場合は、再

保証会社が、本申込みにかかる私の個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30日法律第 57号）

に基づき、下記条項のとおり取り扱うことを確認し、その内容に同意します。なお、私は、再保証会社が、①本契約が成立し

た場合（本契約の終了後および解約後も含みます。）にも、本申込みにかかる個人情報を、また、②本契約が不成立の場合

であっても、その理由のいかんを問わず、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報を、下記条項のとおり取り扱

うことを確認し、その内容に同意します。（以下、本契約にかかる申込みを行う者を「会員等」といいます。） 

第 2 条 （個人情報の再保証会社と保証会社ならびに再保証会社関係会社への第三者提供および共同利用の同意） 

(1) 会員等は、再保証会社が再保証に関する与信判断および与信後の管理等のために、以下の情報を保証会社から提供

を受け利用することに同意します。 

提供を受ける個人情報 

① 氏名・住所・生年月日等の情報

氏名・住所・生年月日・年齢・性別・電話番号・携帯電話番号・メールアドレス・職業・勤務先・取引目的・家族構成・

住居状況・金融機関の口座番号・口座名義等に関する情報

② お申込み状況、ご利用状況等に関する情報

・保証関連サービスに係るお申込み日・契約日・お申込み受付履歴等のお申込み状況に関する情報

・保証の対象となる会員等のお借入れ債務に係る借入日・借入金額・金利・返済方法等のご利用状況および契約

内容に関する情報

③ 会員等から申告して頂いた年収（世帯年収を含みます。）、資産、負債、収入、支出、過去の債務の返済状況、保

証関連サービスに係るお支払状況および返済状況等（会員等のお借入れ債務に係る返済状況等を含みます。）

の会員等の返済能力に関する信用情報

④ ご意見・ご要望・お問い合わせの内容等保証関連サービスの提供等に付随して取得した情報

⑤ 公的証明書等に記載された情報等および本人確認情報

本人確認に関する法令に基づく本人確認書類（運転免許証、パスポート等）に記載された情報および本人確認等

手続きに関する情報

⑥ 公開情報

官報や電話帳等により一般に公開されている情報

⑦ 電気通信サービスの内容に関する情報（電気通信サービスに係る契約期間、お支払状況、その他保証の対象とな

るお借入れのお申込み条件に係る情報に限ります。）

⑧ 銀行から取得した画像・音声情報（銀行設置のカメラ等で取得した映像・画像、銀行が記録した会員等との会話の

音声を含みます。）

⑨ その他第三者から取得した情報

利用目的 

① 再保証に関する本申込の受付、資格確認、再保証の審査、再保証の決定のため

② 再保証に関する取引の継続的な管理、再保証基準の見直しのため

③ 再保証に関して再保証会社が会員等に対して取得する債権その他の権利の処分および担保等差し入れ、その他

取引のため

第 2 条 （個人情報の再保証会社と保証会社ならびに再保証会社関係会社への第三者提供および共同利用の同意） 

(1) 会員等は、再保証会社が再保証に関する与信判断および与信後の管理等のために、以下の情報を保証会社から提供

を受け利用することに同意します。 

提供を受ける個人情報 

① 氏名・住所・生年月日等の情報

氏名・住所・生年月日・年齢・性別・電話番号・携帯電話番号・メールアドレス・職業・勤務先・取引目的・家族構成・

住居状況・金融機関の口座番号・口座名義等に関する情報

② お申込み状況、ご利用状況等に関する情報

・保証関連サービスに係るお申込み日・契約日・お申込み受付履歴等のお申込み状況に関する情報

・保証の対象となる会員等のお借入れ債務に係る借入日・借入金額・金利・返済方法等のご利用状況および契約

内容に関する情報

③ 会員等から申告して頂いた年収（世帯年収を含みます。）、資産、負債、収入、支出、過去の債務の返済状況、保

証関連サービスに係るお支払状況および返済状況等（会員等のお借入れ債務に係る返済状況等を含みます。）

の会員等の返済能力に関する信用情報

④ ご意見・ご要望・お問い合わせの内容等保証関連サービスの提供等に付随して取得した情報

⑤ 公的証明書等に記載された情報等および本人確認情報

本人確認に関する法令に基づく本人確認書類（運転免許証、パスポート等）に記載された情報および本人確認等

手続きに関する情報

⑥ 公開情報

官報や電話帳等により一般に公開されている情報

⑦ 電気通信サービスの内容に関する情報（電気通信サービスに係る契約期間、お支払状況、その他保証の対象とな

るお借入れのお申込み条件に係る情報に限ります。）

⑧ 銀行から取得した画像・音声情報（銀行設置のカメラ等で取得した映像・画像、銀行が記録した会員等との会話の

音声を含みます。）

⑨ その他第三者から取得した情報

利用目的 

① 再保証に関する本申込の受付、資格確認、再保証の審査、再保証の決定のため

② 再保証に関する取引の継続的な管理、再保証基準の見直しのため

③ 再保証に関して再保証会社が会員等に対して取得する債権その他の権利の処分および担保等差し入れ、その他

取引のため



条 改定前 条 改定後 

第 2 条 ④ 再保証会社が加盟する個人信用情報機関への提供等、再保証に関する業務の適切な遂行に必要な範囲での第

三者への提供のため 

⑤ 法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行のため 

⑥ 市場調査等研究開発のため。但し、本条（1）提供を受ける個人情報⑦の情報を除きます。 

⑦ 再保証に関する取引上必要な各種郵便物の送付のため 

⑧ 金融商品やサービスの各種ご提案のため。但し、本条（1）提供を受ける個人情報⑦の情報を除きます。 

⑨ その他再保証会社との再保証に関する取引が適切かつ円滑に履行されるため 

(2) 会員等は、再保証会社が所定の個人情報を保証会社へ提供し、保証会社の所定の利用目的のために、利用すること

に同意します。 

提供される個人情報 

① 第 1 条（2）（a）～（ｈ）（但し、本籍地情報を除きます。） 

② 再保証会社における保証審査の結果に関する情報 

③ 保証番号や保証料金額等、再保証会社における取引に関する情報 （過去のものを含みます。） 

④ 再保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、保証会社における取引管理または取引上の

権利保全に必要な情報 

⑤ 保証会社の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報 

⑥ 再保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況に関する情報 

利用目的 

① 保証関連サービスの提供にあたっての与信判断および与信後の管理その他関連する業務のため 

② 保証関連サービスに係るお申込み時およびサービスご利用時等における本人確認等のため 

③ 保証関連サービスの提供、商品・サービス（保証関連サービス以外のサービスを含みます。）に関する各種ご案内

（保証会社の提携先金融機関その他の業務提携先のサービス等に関するご案内を含みます。）、広告の表示・配

信、各種アンケートの実施および謝礼等の発送、キャンペーンその他の販売促進施策等の実施、キャンペーン・イ

ベント等における当選者の抽選および景品の発送、その他お知らせの実施のため 

④ ご利用状況等の調査・分析、各種販売施策実施のための調査・分析および当該施策の効果測定、新商品または

新サービス（保証関連サービス以外のサービスを含みます。）に関する企画開発・調査・分析、サービス品質改

善・応対サービス向上のための調査・分析、その他各種調査・分析の実施のため 

⑤ ご意見・ご要望・お問い合わせ等への対応のため 

⑥ 不正契約・不正利用・不払いの発生防止および発生時の調査・対応のため 

⑦ 保証会社が保証関連サービスに基づき会員等に対して取得する債権および権利の処分および担保等差入れ、そ

の他取引のため 

⑧ システム障害・事故等発生時の調査・対応のため 

第 2 条 ④ 再保証会社が加盟する個人信用情報機関への提供等、再保証に関する業務の適切な遂行に必要な範囲での第

三者への提供のため 

⑤ 法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行のため 

⑥ 市場調査等研究開発のため。但し、本条（1）提供を受ける個人情報⑦の情報を除きます。 

⑦ 再保証に関する取引上必要な各種郵便物の送付のため 

⑧ 金融商品やサービスの各種ご提案のため。但し、本条（1）提供を受ける個人情報⑦の情報を除きます。 

⑨ その他再保証会社との再保証に関する取引が適切かつ円滑に履行されるため 

(2) 会員等は、再保証会社が所定の個人情報を保証会社へ提供し、保証会社の所定の利用目的のために、利用すること

に同意します。 

提供される個人情報 

① 第 1 条（2）（a）～（ｈ）（但し、本籍地情報を除きます。） 

② 再保証会社における保証審査の結果に関する情報 

③ 保証番号や保証料金額等、再保証会社における取引に関する情報 （過去のものを含みます。） 

④ 再保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、保証会社における取引管理または取引上の

権利保全に必要な情報 

⑤ 保証会社の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報 

⑥ 再保証会社において代位弁済を完了した後の求償債権の回収状況に関する情報 

利用目的 

① 保証関連サービスの提供にあたっての与信判断および与信後の管理その他関連する業務のため 

② 保証関連サービスに係るお申込み時およびサービスご利用時等における本人確認等のため 

③ 保証関連サービスの提供、商品・サービス（保証関連サービス以外のサービスを含みます。）に関する各種ご案内

（保証会社の提携先金融機関その他の業務提携先のサービス等に関するご案内を含みます。）、広告の表示・配

信、各種アンケートの実施および謝礼等の発送、キャンペーンその他の販売促進施策等の実施、キャンペーン・イ

ベント等における当選者の抽選および景品の発送、その他お知らせの実施のため 

④ ご利用状況等の調査・分析、各種販売施策実施のための調査・分析および当該施策の効果測定、新商品または

新サービス（保証関連サービス以外のサービスを含みます。）に関する企画開発・調査・分析、サービス品質改

善・応対サービス向上のための調査・分析、その他各種調査・分析の実施のため 

⑤ ご意見・ご要望・お問い合わせ等への対応のため 

⑥ 不正契約・不正利用・不払いの発生防止および発生時の調査・対応のため 

⑦ 保証会社が保証関連サービスに基づき会員等に対して取得する債権および権利の処分および担保等差入れ、そ

の他取引のため 

⑧ システム障害・事故等発生時の調査・対応のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



条 改定前 条 改定後 

第 2 条 (3) 再保証会社は、第三者提供の対象となる個人情報のうち、保証会社が会員等との間で締結している契約に基づき取得

すべき情報について、会員等に代わって保証会社に提供する場合があります。 

(4) 会員等は、再保証会社が再保証会社関係会社に対し個人情報を第三者提供することに同意します。 

第三者提供先 

再保証会社関係会社 

第三者提供される個人情報 

① 第 1 条（2）（a）～（ｈ）（但し、本籍地情報を除きます。） 

② 交渉経過情報 

第三者提供先における利用目的 

① 第 1条（1）に記載の各目的（但し、第 1条（1）における「再保証会社」は「再保証会社関係会社」と読み替えるものと

します。） 

② 与信（途上与信を含む。）および与信後の管理業務（金融商品・サービスに関する通知および与信に関する債権の

譲渡を含む。）のため 

③ 金融商品・サービスに関する広告・勧誘および広報のため 

(5) 会員等は、銀行およびそのグループ企業（以下銀行と併せて「新生銀行グループ」といいます。）のうち個人情報の共同

利用について提携する企業が、以下の利用目的の達成に必要な範囲において、以下の個人情報（但し、第 6条の個人

信用情報機関から取得した個人情報を除く。）を共同して利用することに同意します。 

※ 新生銀行グループとは、銀行、ならびに銀行の有価証券報告書等に記載する銀行の連結子会社および持分法適用

関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途銀行のホーム

ページにて公表します。 

共同利用する者 

新生銀行グループのうち個人情報の共同利用について提携する企業 

共同利用される個人情報 

① 第 1 条（2）（a）～（ｈ） 

② 交渉経過情報 

共同利用する者の利用目的 

① 会員等へのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため 

② 会員等が利用している商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため 

③ 各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため 

④ 新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため 

⑤ 各種商品・サービスの研究、開発、市場調査のため 

個人情報の管理について責任を有する者 

株式会社新生銀行 

第 2 条 (3) 再保証会社は、第三者提供の対象となる個人情報のうち、保証会社が会員等との間で締結している契約に基づき取得

すべき情報について、会員等に代わって保証会社に提供する場合があります。 

(4) 会員等は、再保証会社が再保証会社関係会社に対し個人情報を第三者提供することに同意します。 

第三者提供先 

再保証会社関係会社 

第三者提供される個人情報 

① 第 1 条（2）（a）～（ｈ）（但し、本籍地情報を除きます。） 

② 交渉経過情報 

第三者提供先における利用目的 

① 第 1条（1）に記載の各目的（但し、第 1条（1）における「再保証会社」は「再保証会社関係会社」と読み替えるものと

します。） 

② 与信（途上与信を含む。）および与信後の管理業務（金融商品・サービスに関する通知および与信に関する債権の

譲渡を含む。）のため 

③ 金融商品・サービスに関する広告・勧誘および広報のため 

(5) 会員等は、銀行およびそのグループ企業（以下銀行と併せて「SBI新生銀行グループ」といいます。）のうち個人情報の

共同利用について提携する企業が、以下の利用目的の達成に必要な範囲において、以下の個人情報（但し、第 6 条の

個人信用情報機関から取得した個人情報を除く。）を共同して利用することに同意します。 

※ SBI新生銀行グループとは、銀行、ならびに銀行の有価証券報告書等に記載する銀行の連結子会社および持分法

適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途銀行のホ

ームページにて公表します。 

共同利用する者 

SBI新生銀行グループのうち個人情報の共同利用について提携する企業 

共同利用される個人情報 

① 第 1 条（2）（a）～（ｈ） 

② 交渉経過情報 

共同利用する者の利用目的 

① 会員等へのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため 

② 会員等が利用している商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため 

③ 各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため 

④ SBI新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため 

⑤ 各種商品・サービスの研究、開発、市場調査のため 

個人情報の管理について責任を有する者 

株式会社 SBI新生銀行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



条 改定前 条 改定後 

- ■個人情報の取扱いに関する窓口 

新生フィナンシャル株式会社 

お客様相談室（個人情報担当） 

TEL：0120-019-208 

（受付時間：平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く） 

ホームページ https://shinseifinancial.co.jp 

●個人情報保護管理者 

業務管理部セクションヘッド 

- ■個人情報の取扱いに関する窓口 

新生フィナンシャル株式会社 

お客様相談室（個人情報担当） 

TEL：0120-019-208 

（受付時間：平日午前 9 時 30 分から午後 6 時 00 分 ※土・日・祝日を除く） 

ホームページ https://shinseifinancial.co.jp 

- 2022 年 3 月 17 日改定 - 2023 年 1 月 4 日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



条 改定前 条 改定後 

【保証および再保証委託約款】 【保証および再保証委託約款】 

前文 委託者は、株式会社新生銀行（以下「甲」といいます。）との「ドコモ回線ご契約者向け 新生銀行 スマートマネーレンディン

グ」にかかる金銭消費貸借契約（以下「原契約」といいます。）に基づく債務について、以下の各条項（以下「本規約」といいま

す。）を確認し承認の上、株式会社 NTT ドコモ（以下「乙」といいます。）に対して保証を委託します。 

また、委託者は、乙が必要と認めたことを条件に、当該保証委託契約に基づく委託者の乙に対する求償債務につき、本規約

の各条項を承認の上、新生フィナンシャル株式会社（以下「丙」といいます。）に対して保証（再保証）を委託します。 

 

前文 委託者は、株式会社 SBI 新生銀行（以下「甲」といいます。）との「ドコモ回線ご契約者向け スマートマネーレンディング」にか

かる金銭消費貸借契約（以下「原契約」といいます。）に基づく債務について、以下の各条項（以下「本規約」といいます。）を

確認し承認の上、株式会社 NTT ドコモ（以下「乙」といいます。）に対して保証を委託します。 

また、委託者は、乙が必要と認めたことを条件に、当該保証委託契約に基づく委託者の乙に対する求償債務につき、本規約

の各条項を承認の上、新生フィナンシャル株式会社（以下「丙」といいます。）に対して保証（再保証）を委託します。 

 

- 附則（2019 年 7 月 30 日） 

1 この規約は 2019 年 7 月 30 日より実施します。 

附則（2020 年 3 月 22 日） 

1 この改定規約は 2020 年 3 月 22 日より実施します。 

附則（2021 年 3 月 26 日） 

1 この改定規約は 2021 年 3 月 26 日より実施します。 

附則（2021 年 4 月 19 日） 

1 この改定規約は 2021 年 4 月 19 日より実施します。 

附則（2021 年 11 月 23 日） 

1 この改定規約は 2021 年 11 月 23 日より実施します。 

 

 

 

- 附則（2019 年 7 月 30 日） 

1 この規約は 2019 年 7 月 30 日より実施します。 

附則（2020 年 3 月 22 日） 

1 この改定規約は 2020 年 3 月 22 日より実施します。 

附則（2021 年 3 月 26 日） 

1 この改定規約は 2021 年 3 月 26 日より実施します。 

附則（2021 年 4 月 19 日） 

1 この改定規約は 2021 年 4 月 19 日より実施します。 

附則（2021 年 11 月 23 日） 

1 この改定規約は 2021 年 11 月 23 日より実施します。 

附則（2023 年 1 月 4 日） 

1 この改定規約は 2023 年 1 月 4 日より実施します。 

 

- 登録 No.11115 21.11 - 登録 No.11115 23.01 

 


